
国立大学法人東京外国語大学特別

研修制度に関する要項

平成20年 4月 1日

規 則 第 3 3 号

改正 平成２1年 ３月３１日規則第３５号

（趣旨）

第１条 この要項は、国立大学法人東京外国語大学職員就業規則（平成16年規則第52号）

第４０条第５項に基づき、国立大学法人東京外国語大学（以下「本学」という。）に勤務

する専任教員（教授、准教授、講師をいう。以下同じ。）の教育研究能力の向上を図るた

め、一定期間にわたり自主的調査研究に専念出来る特別研修制度に関し必要な事項を定

める。

（資格）

第２条 特別研修に従事することができる教員は、本学教員として採用された日又は特別

研修の終了した日から、継続して７年以上勤務している者であって、当該研修を行う年

度の４月１日において６０歳以下の者とする。

２ 前項第１号の勤務年数には休職及び休業の期間は含まれない。

（期間）

第３条 特別研修に従事することができる期間は原則として、６月以内の連続する期間と

し、その始期は４月１日又は１０月１日とする。

２ 特別の事由がある場合には、審査の上、特別研修を開始した日から通算して１年を超

えない範囲内での延長を認めることができる。

３ 特別研修が６月を超える期間については、国立大学法人東京外国語大学職員の採用、

離職等に関する規程（平成16年規則第56号）第２１条第１項第５号に規定する休職とす

る。ただし、休職の期間は、６月を超えない範囲内とする。

（給与の取扱い）

第４条 特別研修期間中の職員の給与の取扱いについては，次の各号に掲げるとおりとす

る。

(1) 前条第１項に該当する場合 支給要件を欠くこととなる諸手当を除く給与を支給す

る。

(2) 前条第３項に該当する場合 国立大学法人東京外国語大学職員給与規程（平成16年

規則第54号。以下「給与規程」という。）第２６条第１項第４号の規定に基づき基本給

等の100分の70を支給する。

２ 給与の取扱い、その他必要な事項は、給与規程の定めるところによる。

(交通費)

第５条 特別研修の実施にあたり、学長が特に必要と認めた場合には、勤務場所と研修場



所との往復に係る交通費（ただし、海外への渡航に限る。）を国立大学法人東京外国語大

学旅費規程（平成16年規則第128号。以下「旅費規程」という。）に基づき１回に限り支

給することができる。ただし、延長が認められた場合には、復路分は支給しない。

２ 交通費の支給について、その他必要な事項は、旅費規程の定めるところによる。

（研修経費）

第６条 学長は、特に必要と認めた場合には、研究支援費を支給することができる。

(補填措置)

第７条 学長は、特に必要と認めた場合には、非常勤講師の手当を当該部局に措置するこ

とができる。

（職務の免除）

第８条 特別研修の期間中は、特別研修を行う教員の所属する部局等（大学院総合国際学

研究院、アジア・アフリカ言語文化研究所、留学生日本語教育センター、及び保健管理

センター。以下同じ）の定めるところにより、教育及び運営に関する職務を免除するこ

とができる。

（研修期間中の兼業）

第９条 特別研修期間中の兼業は原則として認めない。

（手続)

第１０条 教員は、特別研修に従事しようとする場合は、特別研修制度利用申請書(別紙様

式第1号)を所属する部局等の長に申請しなければならない。

２ 部局等の長は、当該教員が研究計画を実施することにより教育研究等の能力の向上が

期待されること、及び教育及び運営に特に支障がないと認められる場合、当該教員の申

請書を添えて学長に推薦することができる。

３ 学長は、部局等の長から推薦があった場合は、役員会において、当該職員の特別研修

を決定する。

(報告)

第１１条 特別研修の期間が終了した教員は、速やかに特別研修実施報告書(別紙様式第２

号)を学長に提出するものとする。

（研修費用の返還）

第１２条 特別研修に従事した教員は、次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場

合には、その者は、大学から支給された交通費及び研究支援費を返還しなければならな

い。

一 特別研修期間中

二 特別研修期間終了後２年以内

２ 前項の離職した場合には、死亡により職員でなくなった場合は含まないものとする。

３ 第１項第２号の期間には、休職及び休業の期間は含まないものとする。ただし、業務

上の傷病又は通勤による傷病による休職の期間はこの限りではない。

（雑則）



第１３条 この要項に定めるもののほか、特別研修の実施に際し必要な事項は、部局等に

おいて別に定める。

附 則

この要項は、平成２０年４月１日から実施する。

附 則

この要項は、平成２１年４月１日から実施する。



別紙様式第１号

特別研修制度利用申請書

年 月 日

国立大学法人東京外国語大学 部局長 殿

申請者

所属・職名

氏名 印

下記のとおり、特別研修を申請します。

１．申請資格 ①東京外国語大学への採用年月 年 月

②過去の特別研修制度の利用の有無

有 ( 年 月～ 年 月) 無

２．研修経費の申請 ①海外渡航費 申請する( 円)

申請しない

②研究支援費 申請する( 円) ※別紙内訳のとおり

申請しない

３．希望する期間 年 月 日 ～ 年 月 日

４．研究テーマ

(取り組む研究テーマ

について記入して下さ

い。)



（裏面）

５．研究の従事場所 □学内のみ □学外のみ □その他

(学外の研究機関で従

事する場合には、受入

機関等との調整内容に

ついても記入して下さ

い。）

６．期間中における研

究経過・成果の目標

(研究テーマについて

期間中どこまで取り組

むのかの目標を記入し

て下さい。)

７．研究計画

(利用機関の月単位な

どに区分して、具体的

な研究計画を記入して

下さい。)

８．研究成果の公表

(期間終了後も含めて

研究成果の公表予定を

記入して下さい。)



別紙様式第２号

特別研修実施報告書

平成 年 月 日

国立大学法人東京外国語大学長 殿

申請者

所属・職名

氏名 印

下記のとおり、特別研修期間が満了しましたので、研究経過・成果等を提出いたしま

す。

特別研修期間 年 月 日 ～ 年 月 日

①研究テーマ

②研究経過

（特別研修期間を月単

位などに区分して、具

体的な研究級経過を記

入して下さい。）

④研究成果

（目標の達成状況及び

研究成果の公表予定に

ついて記入して下さ

い。）

⑤その他特記事項

（特別研修に対する意

見、今後の希望なども

記入して下さい。）


